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◉
交
通
局
規
程
第
六
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線

と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
交
通
局
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
キ
中
「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
を
「
二
次
元
コ
ー
ド
」
に

改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク

第
十
六
条
第
二
項
に
掲
げ
る
乗
車
券
情
報

ア

発
売
日
か
ら
九
十
日
以
内
の
任
意
の
一
日
に
お
い
て
、

使
用
を
開
始
し
た
任
意
の
時
間
か
ら
二
十
四
時
間

イ

発
売
日
か
ら
九
十
日
以
内
の
任
意
の
一
日
に
お
い
て
、

使
用
を
開
始
し
た
任
意
の
時
間
か
ら
四
十
八
時
間

ウ

発
売
日
か
ら
九
十
日
以
内
の
任
意
の
一
日
に
お
い
て
、

使
用
を
開
始
し
た
任
意
の
時
間
か
ら
七
十
二
時
間

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
号
ク
」
を
「
第
二
条
第
一
号

キ
」
に
改
め
、
「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
を
「
二
次
元
コ
ー
ド
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
八
百
円
」
を
「
千
円
」
に
、
「
四
百
円
」
を

「
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
五
百

円
」
に
、
「
六
百
円
」
を
「
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
千
五
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
、
「
七
百
五
十
円
」
を
「
千

円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
ア
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
イ
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
号
ア
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
号
イ
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
号
ア
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
七
条
第
三
号
イ
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
第
七
号
中
「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
を
「
二
次
元
コ
ー
ド
」
に
改

め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
発
売
及
び
発
行
の
場
所
又
は
方
法
）
」

に
改
め
、
同
条
中
「
次
の
場
所
」
の
下
に
「
又
は
方
法
」
を
加
え
、

同
条
第
一
号
中
「
地
下
高
速
電
車
線
の
定
期
券
発
売
所
（
上
野
御
徒

町
駅
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
発
行
場
所
」
の

下
に
「
及
び
方
法
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
六
条
第
二
項
の
都
・
メ
ト
ロ
時
間
制
乗
車
券
情
報

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
が
指
定
す
る
方
法

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

前
条
第
四
号
に
定
め
る
方
法
に
お
い
て
発
売
す
る
都
・
メ
ト
ロ

時
間
制
乗
車
券
の
払
戻
し
は
行
わ
な
い
。

第
十
六
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
五
条
を

加
え
る
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
取
扱
い
）

第
十
六
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
と
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下

「
当
局
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
サ
ー
バ
上
に
識
別
番
号
が
記

録
さ
れ
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
携
帯
情
報
端

末
等
（
以
下
「
携
帯
情
報
端
末
等
」
と
い
う
。
）
に
表
示
さ
せ
て

行
う
乗
車
を
い
う
。

２

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
お
い
て
は
、
二
次
元
コ
ー
ド
及
び
携
帯

情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る
乗
車
券
情
報
を
乗
車
券
と
み
な
し
て

取
り
扱
う
。

（
乗
車
券
情
報
の
提
示
）

第
十
七
条

旅
客
は
、
係
員
か
ら
携
帯
情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る

乗
車
券
情
報
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
場
で
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

旅
客
は
、
旅
行
開
始
後
に
第
一
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
情
報
の

提
示
を
求
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
客
の
責
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
り
携
帯
情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る
乗
車
券
情
報
を
提

示
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
既
に
乗
車
し
た
区
間
に
つ
い
て
乗
車

区
間
分
の
運
賃
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
十
八
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
を
行
う
と
き
は
、
旅
客
は
旅
客
営

業
規
程
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
改
札
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
対
応
す
る
改
札
機
等
（
以

下
「
対
応
改
札
機
等
」
と
い
う
。
）
の
故
障
、
停
電
、
シ
ス
テ
ム

障
害
等
に
よ
り
、
乗
降
に
必
要
な
処
理
が
で
き
な
い
と
き
は
、
係

員
の
改
札
を
受
け
て
入
出
場
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
場
時
に
使
用
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
出
場
時
に
使
用
し
な
か

っ
た
場
合
に
、
当
該
二
次
元
コ
ー
ド
で
再
び
入
場
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
が
無
効
と
な
る
場
合
）

第
十
九
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

一

係
員
の
承
諾
な
く
対
応
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に

入
出
場
し
た
と
き
。

二

使
用
資
格
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
電
話
番
号
等
を
偽

っ
て
入
手
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
と
き
。

三

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
使

用
し
た
と
き
。

四

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
二
次
元
コ
ー
ド
が

障
害
状
態
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

旅
客
営
業
規
程
第
六
十
一
条
に
定
め
る
乗
車
券
が
無
効
と
な

る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
。

六

こ
の
規
程
に
基
づ
か
な
い
利
用
を
し
た
と
き
。

七

そ
の
他
不
正
に
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
免
責
事
項
）
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第
二
十
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
つ
い
て
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会

社
及
び
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
が
発
売
に
際
し
て
提
携
す
る
事
業

者
（
以
下
「
提
携
先
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
起
因
す
る
旅
客

の
損
害
又
は
提
携
先
事
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
機
能
に
関
わ
る
旅
客

の
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

２

携
帯
電
話
網
の
通
信
障
害
等
に
よ
り
、
乗
車
券
の
購
入
、
払
戻

し
等
が
取
り
扱
え
な
い
場
合
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

３

携
帯
情
報
端
末
等
又
は
こ
れ
ら
を
動
作
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
故
障
等
に
よ
り
、
乗
車
券
の
購
入
、
払
戻

し
等
が
取
り
扱
え
な
い
場
合
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

４

携
帯
情
報
端
末
等
を
使
用
す
る
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
更
新
等
に
よ
り
、
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
サ

ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
生
じ
た
損
害
そ
の
他
の

不
利
益
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
第
一
号
ク
、
第
十
条
第
四
号
、
第
十
一
条
第
六
項
及

び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
三

月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
発
売
し
た
都
・
メ
ト
ロ
時
間
制
乗
車
券

で
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の

規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株

式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
第
二
条

第
一
号
ア
、
イ
、
ウ
及
び
キ
に
規
定
す
る
有
効
日
に
限
り
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
十
月
八
日
目
黒
区
告
示
第
六
百
七
十

三
号

自
由
が
丘
東
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
七
年
十
月
八
日
目
黒
区
告
示
第
六
百
七
十

三
号

自
由
が
丘
東
地

区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

七
号

西
新
井
公
園
周

辺
地
区
地
区
計

画
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
港
区
告
示
第
四
百

五
十
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
港
区
告
示
第
四
百

五
十
一
号

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
墨
田
区
告
示
第
二
十

八
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
二

十
一
号
線

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
墨
田
区
告
示
第
二
十

八
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
十

九
号
線

東
京
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
墨
田
区
告
示
第
二
十

九
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
品
川
区
告
示
第
二
十

一
号

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
七
年
十
月
八
日
目
黒
区
告
示
第
六
百
七
十

四
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
十
月
八
日
目
黒
区
告
示
第
六
百
七
十

四
号

東
京
都
市
計
画
生

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
世
田
谷
区
告
示
第
六
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産
緑
地
地
区

百
四
十
二
号

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
七
日
中
野
区
告
示
第
百
二
十

三
号

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
杉
並
区
告
示
第
六

百
七
十
号

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
東
京
都
板
橋
区
告

示
第
五
百
五
十
二
号

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
九
月
三
十
日
練
馬
区
告
示
第
五
百
八

号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
二
十
日
練
馬
区
告
示
第
三
十
三

号

第
八
・
二
・
三

十
号
高
松
農
の

風
景
公
園

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
足
立
区
告
示
第
五
百

三
十
二
号

東
京
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

四
号

特
別
工
業
地
区

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

五
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

六
号

東
京
都
市
計
画
沿

道
地
区
計
画

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

八
号

足
立
区
環
状
七

号
線
Ａ
地
区
沿

道
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

九
号

第
四
・
三
・
二

十
二
号
西
新
井

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
足
立
区
告
示
第
三
十

九
号

第
三
・
三
・
百

三
十
四
号
平
野

運
動
場
公
園

東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
四
日
葛
飾
区
告
示
第
三
百
八

十
四
号

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
六
十
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
九
号

南
篠
崎
一
丁
目

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
六
十
号

江
戸
川
第
二
・

二
・
九
十
号
一

之
江
六
丁
目
公

園
東
京
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
江
戸
川
区
告
示
第

八
百
六
十
号

八
王
子
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
八
王
子
市
告
示
第

三
百
七
十
五
号

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
立
川
市
告
示
第
二
百
八
十

二
号

武
蔵
野
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
三
十
日
武
蔵
野
市
告
示
第
二
十

三
号

三
鷹
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
三
鷹
市
告
示
第
三

百
五
十
二
号

青
梅
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
青
梅
市
告
示
第
一
号

昭
島
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
昭
島
市
告
示
第
一
号

調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
調
布
市
告
示
第
三
百

三
十
九
号

調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
調
布
市
告
示
第
一
号

町
田
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
七
年
九
月
三
十
日
町
田
市
告
示
第
二
百
十

八
号

教
育
環
境
整
備

地
区

町
田
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
町
田
市
告
示
第
三
百
九
号

小
平
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
十
八
日
小
平
市
告
示
第
二
百

七
十
九
号

東
村
山
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
一
月
七
日
七
東
村
山
市
告
示
第
二

百
八
十
号

国
分
寺
都
市
計
画

緑
地

令
和
七
年
十
二
月
十
日
国
分
寺
市
告
示
第
四
百

六
十
六
号

第
七
号
西
町
五

丁
目
緑
地

国
立
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
国
立
市
告
示
第
一
号

福
生
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
七
月
十
五
日
福
生
市
告
示
第
百
十
六

号

調
布
都
市
計
画
下

水
道

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
二
号

狛
江
市
公
共
下

水
道
根
川
雨
水

幹
線
ポ
ン
プ
場

調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
三
号

第
二
・
二
・
四

十
号
駒
井
公
園
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調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
三
号

第
二
・
二
・
四

十
一
号
根
川
公

園
調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
三
号

第
二
・
二
・
四

十
三
号
も
く
せ

い
公
園

調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
三
号

第
二
・
二
・
四

十
四
号
中
和
泉

公
園

調
布
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
三
号

第
二
・
二
・
四

十
五
号
い
ち
ょ

う
公
園

調
布
都
市
計
画
緑

地

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
四
号

第
九
号
根
川
緑

地
調
布
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
狛
江
市
告
示
第
三

百
四
十
五
号

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
十
八
日
東
大
和
市
告
示
第
六

十
一
号

東
村
山
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
八
日
清
瀬
市
告
示
第
二
百
五

十
号

立
川
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

九
十
号

多
摩
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
七
年
十
二
月
十
日
多
摩
市
告
示
第
四
百
八

十
五
号

多
摩
都
市
計
画
道

路

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
稲
城
市
告
示
第
百

二
十
二
号

七
・
五
・
二
号

公
園
通
り
梨
の

道
線

多
摩
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
稲
城
市
告
示
第
百

二
十
三
号

第
二
・
二
・
十

四
号
矢
野
口
公

園
多
摩
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
稲
城
市
告
示
第
百

二
十
四
号

多
摩
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
稲
城
市
告
示
第
百

二
十
五
号

多
摩
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
稲
城
市
告
示
第
百

二
十
六
号

稲
城
榎
戸
地
区

地
区
計
画

多
摩
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
稲
城
市
告
示
第
一
号

福
生
都
市
計
画
下

水
道

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
羽
村
市
告
示
第
二
百

五
号

羽
村
市
公
共
下

水
道

福
生
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
羽
村
市
告
示
第
一
号

秋
多
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
十
月
三
十
日
あ
き
る
野
市
告
示
第
百

三
十
号

武
蔵
引
田
駅
周

辺
地
区
地
区
計

画
秋
多
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
八
年
一
月
一
日
あ
き
る
野
市
告
示
第
一
号

秋
多
都
市
計
画
下

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
あ
き
る
野
市
告
示
第

水
道

十
五
号

あ
き
る
野
市
公

共
下
水
道

福
生
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
八
日
瑞
穂
町
告
示
第
二
号

第
二
・
二
・
十

七
号
一
本
榎
公

園
福
生
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
八
日
瑞
穂
町
告
示
第
二
号

第
二
・
二
・
九

十
一
号
殿
ケ
谷

南
公
園

福
生
都
市
計
画
公

園

令
和
八
年
一
月
八
日
瑞
穂
町
告
示
第
二
号

第
三
・
三
・
九

号
殿
ケ
谷
中
央

公
園

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り
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別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
補
助
線
街

路
第
八
十
三
号
線

北
区
中
十
条
四
丁
目
、

十
条
仲
原
四
丁
目
及

び
東
十
条
六
丁
目
地

内

令
和
八
年

二
月
十
七

日
関
東
地

方
整
備
局

告
示
第
三

十
五
号

第
一
市

街
地
整

備
事
務

所

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変
更
に
つ

い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
見
二
丁
目
３
番
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
か
ら
理
事
長
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

髙
梨

幸
彦

二

住
所

千
代
田
区
一
番
町
二
十
二
番
地
一

ブ
ラ
ン
ズ

ザ
・
ハ
ウ
ス

一
番
町
六
〇
一
号

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
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円

（
郵
送
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を
含
む
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印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話
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代
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